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議題２号 羽島市地域公共交通網形成計画の改定について 

 

●経緯 

・羽島市では、法改正前の令和２年３月に「羽島市地域公共交通網形成計画」を策定

していますが、令和２年１１月に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（地

域交通法）が改正され、法定計画が「地域公共交通網形成計画」から「地域公共交

通計画」に変更されたほか、地域内フィーダー系統の補助を受けるためには対象系

統の位置付けや確保維持の必要性等を計画に記載することが必要となりました。 

・経過措置により、令和 6 年度（令和 5 年 10 月～令和 6 年 9月）までは、現計画

のままでも地域内フィーダー系統補助を受けることができましたが、経過措置終

了後は計画に必要事項を記載する必要があるため、計画の内容を一部変更すると

ともに、計画名称を「地域公共交通計画」に変更することとしました。 

 

 

変更点① 

計画名称の変更 

・法改正により、法定計画が「地域公共交通網形成計画」から「地域公共交通計画」

に変更されたことから、今回計画の内容を一部変更するのにあわせ、計画名称を変

更します。 

 

変更前 羽島市地域公共交通網形成計画 

変更後 羽島市地域公共交通計画 

 

※なお、法改正前に策定された「地域公共交通網形成計画」は、自動的に「地域公共

交通計画」と見なされるため、改正後も「羽島市地域公共交通網形成計画」は法定

計画として継続していました。 

 

  

資料４ 
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変更点② 

地域内フィーダー補助系統の位置付け等について追記 

 

・はしまわる線（４路線）は、「地域内フィーダー系統」として国の補助を受けて運

行しています。 

・従来は、毎年６月頃に「生活交通確保維持改善計画」を策定することで同補助を受

けられましたが、法改正後は、同計画の記載事項の一部（下図赤枠内の事項）を「地

域公共交通計画」本体に記載することが必要になりました。 

・このため、記載が必要となる事項を計画内に追記します。 

 

 
出典：地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度の連動化に関する解説パンフレット 

 

計画本体に記載が必要となる事項 

記載が必要な事項 
現計画の 

記載ページ 
備考 

①運行系統の位置付け・役割 P27  

②確保維持改善事業の必要性 未記載 
P24 の基本方針１に必要性に

関する記載を追記 

③運行系統に係る事業及び 

実施主体の概要 
一部未記載 

P26,27 に補助対象フィーダ

ー系統を明示 

④定量的な目標・効果及び 

その評価手法 
P37,38  
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 記載が必要な事項①：運行系統の位置付け・役割  

→P27に、はしまわる線の位置付け・役割（機能）を記載済み。 

 

（現計画） 

 

 

 

 記載が必要な事項②：確保維持改善事業の必要性  

→P24 の基本方針１の中に、地域公共交通確保維持事業の必要性が高く、補助対象

系統（はしまわる線）をはじめとする各バス・鉄道路線等を確保していくことを明

確に記載しました。 

 

（現計画） 

 

↓ 

（変更案） 
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 記載が必要な事項③：運行系統に係る事業及び実施主体の概要  

→P30に、はしまわる線の実施主体を記載済み。 

 

（現計画） 

 

 

→P26 の「将来のネットワークイメージ」、P27 の「地域公共交通の機能分類と  

サービスの考え方」に、はしまわる線を補助対象フィーダー系統に位置付けている

ことを明記しました。 

 

（変更案） 

 

 

（P26） 

（P27） 
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記載が必要な事項④：定量的な目標・効果及びその評価手法 

→P37に定量的な目標、P38 にその評価方法について記載済み。 

 

（現計画） 

 

 

 
 







































小学生未満 小中学生 高校生 一般 高齢者 小学生未満 小中学生 高校生 一般 高齢者












































